
　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 保険給付・年金課

　　　経由機関での処理期間 １週間

　　　所管課での処理期間 １ヶ月３週間

　　　標　準　処　理　期　間 計 ２ヶ月

審　査　基　準

国民健康保険法施行事務の取扱について（S34.1.27　保発第4号）第7　に該当すること。

【根拠法令等】

国民健康保険法

（療養費）
第五十四条　市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険
外併用療養費の支給（以下この項及び次項において「療養の給付等」という。）を行うことが困難であると認め
るとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の
支給若しくは手当を受けた場合において、市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付
等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当
該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでな
い。
２　市町村及び組合は、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療
機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他
やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、
当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第
二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
３　療養費の額は、当該療養（食事療養及び生活療養を除く。）について算定した費用の額から、その額に第
四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養
又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額
を基準として、市町村又は組合が定める。
４　前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第四十五条第二項の規定
を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第五十二条第二項の規定を、入院時生活療養費
の支給を受けるべき場合においては第五十二条の二第二項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべ
き場合においては前条第二項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えること
ができない。
（昭五九法七七・平六法五六・平九法九四・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三
一・令元法九・令五法四八・一部改正）

審査基準及び標準処理期間整理個表

療養費の支給

申請に基づいて、審査基準に適合した場合に支給する。

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）

第54条第1項

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

市 民 所 管 課

１日

１ヶ月３週間

申請

支給

愛媛県国民健康

保険団体連合会

審査依頼

１週間

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


